
 

令和２年５月２８日 

保護者様 

大阪市教育委員会 

大阪市立日吉小学校 

校 長 山本 勝巳 

令和 2年 6月 1日からの学校の再開について（お知らせ） 

平素から本校の教育活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

さて、先に令和 2年 5月 31日（日）まで臨時休業期間の延長をお知らせしたところです。このた

び、政府が大阪における「緊急事態宣言」の解除を行ったことを受け、児童の感染予防の徹底を図る

ため行っておりました臨時休業を令和2年5月31日（日）までとし、6月 1日（月）から大阪市立の

全ての小学校を再開いたします 

つきましては、学校は再開いたしますが、保護者の皆様におかれましてもご理解賜り、これまで

の臨時休業中と同様にご家庭でのお子様の健康状態の把握（健康観察表への記入を含む）及び心身

の健康と安全、安心への配慮、感染症予防の指導等について、よろしくご理解ご協力を重ねてお願

い申しあげます。 

記 

１ 学校の再開 

令和2年6月1日（月）から学校を再開します。 

２ 学校の再開後の授業等について 

 

●【登校時のお願い】 

・新型コロナウイルス感染症の状況により、授業を急遽中止することがあります。その場合、学校

のホームページとメールでお知らせしますので、定期的にご確認いただきますようお願いします。 

・登校に際しては、必ずマスクを着用するようお願いします。なお、予備のマスク１枚をランドセ

ルに入れてください。マスクの色・柄は問いません。なお、ご家庭でのマスクの準備においては、

市販のマスクの確保が困難な場合は、手作りマスクの作成・使用についてもご協力ください。 

・登校に際しては、お子様の体温等健康状態を記入した健康観察表をお子様に持たせてください。

学校で健康観察表の確認をいたします。 

・授業中に発熱等の症状がみられた場合は、お迎えをお願いしますので、連絡を取れるようにお願

いします。（37.5℃以上ある場合は早退とします。） 

●【6月1日（月）から12日（金）まで】 

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、1学級を 2つに分けた分散登校とします。 

※出席番号でのＡ・Ｂ ２分割 

 Ａグループ Ｂグループ 
１ 年 生 出席番号  １番～１６番 出席番号 １７番～３３番 
２ 年 生 出席番号  １番～１６番 出席番号 １７番～３２番 
３ 年 生 出席番号  １番～２０番 出席番号 ２１番～４１番 
４ 年 生 出席番号  １番～２０番 出席番号 ２１番～４０番 
５ 年 生 出席番号  １番～１７番 出席番号 １８番～３５番 
６ 年 生 出席番号  １番～２０番 出席番号 ２１番～４１番 



 

・『午前の部』は 3時限、『午後の部』は 2時限の授業を行います。 

・『午前の部』は授業終了後に、『午後の部』は授業開始前に、簡易給食を提供します。なお、内容

は、感染症予防対策により、パンと牛乳と副食１品となります。（副食については別途お知らせい

たします。） 

※給食前にはアルコールで手指の消毒を行います。アルコールの使用を控えたい場合は、担任まで

お知らせください。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から給食当番を固定するために、午前の部と午後の

部の児童を 1週間ごとに交代します。 

・登校は、次の時間にお願いします。 

登校時間 

下校時間 

6月1日 2日 3日 4日 5日 8日 9日 10日 11日 12日 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8:15～8:30 

12:00～ A B 

12:30～12:45 
15:10～ B A 

 

●【6月15日（月）から】 

・感染防止策を講じたうえで、通常の授業を実施する予定です。登校は、通常どおり集団登校でお

願いします。なお、給食を実施します。 

 

※６月１４日（日）に予定しておりました日曜参観は中止し、休日とします。それにより、６月１

５日（月）は通常の授業日となります。 

※６月２７日（土）に予定しておりました土曜授業（ワクワクフェスティバル）は中止（延期を含

む）し、３時間の通常授業を行います。 

 

 

３ 家庭での日常の健康状態の把握のお願い 

・お子様が、以下の状況になった際は、学校に電話等でご連絡のうえ、家庭での休養をお願いしま

す。登校日・預かりへの参加はご遠慮ください。授業日ですが、子どもの安全を確保するため、

欠席扱いとはなりません（出席停止）。 

① お子様が、新型コロナウイルスの感染が判明した場合、もしくは新型コロナウイルスの感染の

疑いによりPCR検査（核酸増幅法検査）を受検することとなった場合 

② お子様が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合 

③ お子様と同居されているご家族が、保健所等から濃厚接触者と認定された場合 

④ お子様に、発熱等のかぜの症状が見られる場合 
 

具体的には、微熱(普段の体温より高い状態)・発熱（体温が 37.5 度前後より高い状態）以外

に、 咳・呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、におい・味がしない、頭痛、関節・

筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐等、平常と異なる体調がみられる場合 

 

 


